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資料 3. 東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会設置要項
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② 救出した文化財等の保存は、所有者から安全な保存施設における保管の

要請があった場合には、可能な限り関係地方公共団体が希望する保存機能を

有する施設へ移送し、一次保管を行う。この場合、所有者に預り証を発行す

る。

（３）緊急の保存及び応急措置

① 救出現場において、緊急の保存又は応急措置が必要と認められたときは、

所有者に状況を説明し、その要請があった場合のみ、当該措置を行う。この

場合、当該措置に関する記録を作成する。

② 所有者から緊急の保存又は応急措置の要請がない場合には、県・関係市

町村教育委員会に調整を委ね、了解が得られるまで作業は行わない。

（４）救出した文化財等の情報管理

① 救出した文化財等の個々の文化財としての価値等については、判断しな

い。

② 救出した文化財等に関する個々の情報は、公表しない。

③ 救出又は保管した文化財等の情報は、文化庁及び県・関係市町村教育委

員会へ適宜報告する。

④ 緊急の保存又は応急措置を行った文化財等の情報は、所有者、文化庁及

び県・関係市町村教育委員会へ適宜報告する。

５．救援委員会の実施体制

（１）救援委員会の活動は、文化庁及び被災地各県の教育委員会との密接な連

携の下に行う。

（２）救援委員会の事務局は、独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所

に置き、救援委員会の中から互選により委員長を定める。委員長は救援委員

会の活動を統括する。

（３）救援委員会は、文化庁及び被災地各県の教育委員会と協議の上、当該県

内等に救援活動の拠点となる現地本部を置く。なお、現地本部は、救援の必

要がある場合は複数置くことができる。

（４）救出活動を行うに当たっては、文化財等の取扱いや保存の専門家等を中

心として構成する「文化財レスキュー隊」を適宜編成し、現地本部はその統

括を行う。

（５）救援委員会は、現地本部の下に、「文化財レスキュー隊」に参加するボ

ランティアを募集する。

（６）ボランティア活動に参加する者は、原則として各自又は所属団体等の責

任において活動経費を負担するとともに、各自又は所属団体等の責任におい
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